
内
匠
寮
は
、
朝
廷
の
調
度
製
作
官
司
と
し
て
神
亀
五
年
に
設
置
さ
れ
た
令
外
官

(
1
)
 

で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
主
に
成
立
の
事
情
や
大
同
の
改
革
に
至
る
ま
で
の
変

遷
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
内
匠
寮
は
、
儀
礼
の
整
備
に
伴
い
、
朝
廷
で
必
要
と
さ

れ
る
調
度
を
恒
常
的
に
供
給
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
大
同
の
官
制
改
革
に
お
い

て
最
も
機
能
が
充
実
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
同
期
以
降
、
内
匠

寮
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。

大
同
の
官
制
改
革
後
、
内
匠
寮
に
は
、
九
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
内
裏

出
先
機
関
で
あ
っ
た
作
物
所
・
画
所
が
独
立
し
、
蔵
人
所
の
下
に
再
編
制
さ
れ
る

と
い
う
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
蔵
人
所
を
中
心

と
し
た
新
し
い
体
制
の
成
立
が
既
存
の
律
令
官
司
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
の
一
っ
と
な
る
と
思
わ
れ

る
。
本
稿
で
は
、
大
同
の
改
革
後
、
律
令
制
が
大
き
く
変
質
し
た
時
期
で
あ
る
九

・1 0
世
紀
を
中
心
に
、
内
匠
寮
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
検
討
し
た
い
。

は
じ
め
に
内
匠
寮
の
職
掌
に
つ
い
て
、
次
に
内
匠
寮
の
官
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

は

じ

め

に
平

安

時

代

の

内

匠

寮

平
安
時
代
の
内
匠
寮
の
職
掌

(
1
)
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
職
掌

①
調
度
の
製
作

『
延
喜
式
』
に
は
内
匠
寮
の
職
掌
に
つ
い
て
詳
細
な
記
載
が
あ
る
。
『
延
喜
式
』

に
み
え
る
内
匠
寮
の
製
作
調
度
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ

(
4
)
 

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。
内
匠
寮
の
職
掌
は
、
内
記
局
か

ら
請
わ
れ
る
位
記
料
の
製
作
、
木
工
寮
が
製
作
し
た
大
射
な
ど
の
的
の
塗
画
な
ど

も
含
ま
れ
る
も
の
の
、
供
御
物
（
調
度
品
）
、
親
王
や
伊
勢
·
賀
茂
初
斎
院
•
野

宮
の
装
束
な
ど
、
天
皇
や
天
皇
の
近
親
者
が
日
常
や
儀
式
に
お
い
て
使
用
す
る
た

め
の
調
度
の
製
作
を
中
心
に
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
製
作
調
度
を
主
と
な
る
材
料

別
に
分
類
す
る
と
、
御
飯
笥
•
酒
壺
•
杓
•
酒
台
・
蓋
•
水
銃
•
盤
な
ど
の
銀
製

品
や
御
鏡
•
印
な
ど
の
銅
製
品
と
い
っ
た
金
属
製
品
、
柳
筈
．
屏
風
や
御
帳
の
骨

な
ど
の
木
製
品
、
膳
櫃
•
手
湯
戸
•
台
盤
な
ど
の
漆
加
工
品
、
革
箆
•
御
腰
帯
な

ど
の
革
製
品
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
種
類
の
も
の
を
製
作
し
て
い
た
。

特
徴
を
ま
と
め
た
い
。

芳

之

内

圭
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表 1 『延喜式』にみえる内匠寮の参加行事

!~ 儀 式 職掌 出典

高御座の装束 内蔵寮•内匠寮

元日
旗．瞳の設営 兵庫寮• 内匠寮

1 
白銅大火炉の設営 内匠寮

軟障•御障子の設営 掃部寮

2 正月斎会 高座の設営 図書寮• 内匠寮

3 正月一七日大射 的の塗装 木工寮

五月五日節
斗帳・軟障台の設営 内匠寮

4 
騎射の的の塗装 内匠寮•木工寮

5 五月六日 毬子 内匠寮

6 進瓜刀 瓜刀 内匠寮

7 鎮魂祭 鵠尾琴四面 神祇斎宮寮

8 追健 面の修理 大舎人寮

， 大寒 土牛童子像 陰陽寮•内匠寮

軟障台の設営 内匠寮

10 諸節 蓋代を張る 内匠寮

舞台障泥板 内匠寮

11 即位 旗．瞳の設営 兵庫寮

12 伊勢賀茂初斎院•野宮 装束 内匠寮

13 斎終行事 装束司雑工 内匠寮

②
調
度
の
設
営

儀
式
の
際
の
調
度
の
設
営
も
内
匠
寮
の
重
要
な
職
掌
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
延
喜
内
匠
寮
式
に
、
「
几
毎
年
元
正
、
前
一
日
官
人
率
禾
＇
工
長
上
雑
工

緯
、
装
飾
大
極
殿
高
御
座
鱈
鱈
琴
□
＿
＇
麟
冨
い
[
-
―
邸
鱈
貪
固
＿
、
下
』
閂
〗
鴻
鳳

f
i嘉レ
”

晶
這
直
』
鱈
戸
疇
厨
‘
又
誓
立
南
庭
白
銅
大
火
炉
ニ
ロ
麟
饂
鰐
二
、
中
階
以

南
相
去
十
丈
、
東
西
之
間
相
去
六
丈
、
又
建
―
―
鳥
像
、
宝
瞳
等
一
之
処
差
二
向
エ
一

人
、
其
蕃
客
朝
参
之
時
亦
同
、
元
日
高
御
座
飾
物
収
二
内
蔵
寮
一
、
当
時
出
用
、

帳
台
及
火
炉
収
レ
寮
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
日
の
前
一
日
に
内
匠
寮
官
人
が
雑
工

等
を
率
い
て
大
極
殿
の
高
御
座
を
装
飾
し
、
エ
一
人
を
南
庭
に
向
か
わ
せ
て
白
銅

大
火
炉
や
宝
瞳
な
ど
を
立
て
た
（
表
1
|
1
)
。
正
月
斎
会
に
は
長
上
が
雑
工
を

率
い
て
図
書
寮
か
ら
高
座
を
運
び
出
し
て
大
極
殿
に
設
置
す
る
こ
と
、
五
月
五
日

節
に
武
徳
殿
に
斗
帳
や
軟
障
台
を
設
営
す
る
こ
と
な
ど
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
内

匠
寮
は
様
々
な
儀
式
の
際
に
調
度
の
設
営
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
表
lー

2
.
4
.
1
0
.
1
1
)
。

こ
の
よ
う
に
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
内
匠
寮
の
職
掌
は
、
主
に
天
皇
や
そ
の
近

親
者
の
た
め
の
様
々
な
調
度
の
製
作
・
設
営
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
2
)
そ
の
他
の
史
料
に
み
え
る
職
掌

『
延
喜
式
』
の
記
載
は
必
ず
し
も
編
纂
・
施
行
さ
れ
た
一

0
世
紀
半
ば
の
実
情

(
5
)
 

に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
匠
寮
の
記
載
に

も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
同
内
匠
寮
式
や
同
掃
部
寮
式
に
は
元
日
に
豊
楽
殿
で

行
わ
れ
る
節
会
の
た
め
の
設
営
を
内
匠
寮
が
行
う
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
豊
楽

殿
で
の
元
日
節
会
は
弘
仁
年
間
に
三
例
行
わ
れ
た
だ
け
で
天
長
元
年
か
ら
は
一
貫

し
て
紫
寝
殿
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
条
文
が
九
世
紀
初
め
の
実
情
に
即
し
、
一

(
6
)
 

0
世
紀
の
実
状
と
は
合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に

『
延
喜
式
」
の
内
匠
寮
の
記
載
は
ど
の
時
期
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の

か
判
断
し
難
い
。
そ
こ
で
『
延
喜
式
』
以
外
の
史
料
に
み
え
る
平
安
時
代
の
内
匠

寮
の
職
掌
を
考
察
し
た
。
表
2
は
『
西
宮
記
』
・
『
北
山
抄
』
・
『
江
家
次
第
」
に
み

え
る
内
匠
寮
の
活
動
を
、
表
3
は
国
史
や
貴
族
の
日
記
な
ど
に
み
え
る
内
匠
寮
の

活
動
の
実
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
、
主
に
一

0
世
紀
以

降
の
内
匠
寮
の
職
掌
を
み
て
い
き
た
い
。
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①
調
度
の
製
作

製
作
し
た
調
度
の
種
類
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
『
延
喜
式
』
と
は
異
な
る
特
徴

が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
製
作
調
度
の
種
類
が
『
延
喜
式
』
の
記
載
に
比
べ
、
印

や
柳
筐
な
ど
の
木
材
加
工
品
に
か
な
り
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

印
の
鋳
造
は
『
延
喜
式
』
に
も
み
え
る
内
匠
寮
の
職
掌
で
あ
り
、
例
え
ば
同
内

匠
寮
式
に
は
「
内
印
一
面
料
、
熟
銅
大
一
斤
•
白
錫
大
三
両
・
臆
大
三
両
・
調
布

二
尺
•
炭
三
斗
•
和
炭
二
斗
、
長
功
七
人
鰐
置
環

l
W
I
-

―
―
―
―
凰
中
功
八
人
小
半
、
短

功
九
人
大
半
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
銅
製
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
儀
式
』
巻
第

表2 儀式書にみえる内匠寮の職掌

柳
筐
製
作
も
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
職
掌
で
、
同
内
匠
寮
式
に
は
、
「
年
料
柳

22 
． 
25 
ヽ

゜

ニには大嘗祭において内匠寮が木製の悠紀主基両所の印を製作したこ

とがみえるので、銅製以外に木製の印も製作したことがわかる。印の
(8) 

製作は、八世紀からの内匠寮の職掌の―つであった。『西宮記』『北山

抄』にも内匠寮が印を製作する記載がみえる（表2|13.16)。実例

では、天徳二年等に中宮の御印を、長保四年に藤原行成の家印を、寛

弘八年に大嘗会の木印を製作したことが知られる（表3|9.12.18

＼ 儀式等 職 坐手

1 小朝拝 瞳を立てる（北）

2 元日宴会 南殿御障子の設営（江）

3 正月七日節会装束 南殿の障子の設営（江）

4 御斎会内論義 「立母屋北御障子」（江）

内宴〈1〉
「立軟障台」（西• 北）

5 
「召柳筐五合」（西）

6 二孟旬儀 「立御障子」（江）

7 供菖蒲 「盛球子廿九個柳筐、置机上」（西）

8 内匠寮進瓜刀廿柄 「進瓜刀廿柄」（西）

， 九月十一日奉幣 「立布蔀」（西）

10 新嘗祭 南殿御障子の設営（江）

11 御仏名 「放御障子、油杯具」（西）

12 試五節 「燈台油抄」（西）

13 八省行幸 内侍司印を作る（西）〈2〉

14 即位 瞳•旗をたてる（北）

御元服儀
「作設御調度」（北）〈3〉

15 
机.--tを作る（西）

16 大幽自奴示 黄楊木印をつくる（北）

天皇崩
「構承塵骨」（西）

17 
棺を作る（西）

18 固関 柳筈を進める（北• 江）

19 皇后養産 「作御湯具」（西）

「張承塵」（西•北）〈4〉

20 皇太子元服 柳筐ー合を進める（北）〈5〉

「立殿母屋北辺障子等」（江）

21 斎宮入野宮・群行 入野宮「内匠主典（中略）為装束司」（西）

22 修理鑑櫃事 「修造御鑑韓櫃等鎖破損」（北）

23 叙位の装束 赤木・黄楊• 厚朴等の軸（西• 江）

24 号市 「為御帯飾」（西）〈6〉

25 抱 帳•大床子・屏風等の設営（西）く7 〉

※西…『西宮記』、北…『北山抄』、江…『江家次第』、〈1〉「所承和

例」の引用、〈2〉「村上天皇御記』の引用、 <3〉「清涼抄」の引

用、〈4〉『北山抄』は「私記云」〈5〉「応和記」の引用、〈6〉「内

匠式」の引用、〈7〉天暦八年正月四日の皇太后穏子の崩御の記事
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表 3 内匠寮の職掌の実例

＼ 年代 西暦 職 ． 齊 儀式等 出典

1 元慶 1.閏 2.23 877 美作備前の銅を採掘し朝廷に進める 『日本三代実録』

2 仁和 3.11. 4 887 白木御帳を立てる 『日本紀略』

3 延喜18.10. 17 918 鑑•韓櫃等の鎖を修理する 『北山抄』

4 延長 1. 7. 24 923 御湯具を作る 皇后養産 『西宮記』

5 延長 5. 6. 3 927 内匠允を造橋使と為す 『扶桑略記』

6 天慶 7. 5. 6 944 打毬の球子 20丸を作る 五月節 『九條殿記』

7 天暦 8.1. 22、29 954 帳•大床子・屏風等の設営 太后（穏子）御葬事 『村上天皇御記』

8 天暦 8.12. 19 954 内匠少属天皇哀筆経に供奉する 『村上天皇御記』

， 天徳 2.12. 4 958 中宮の御印を冶鋳する 『日本紀略』

10 天徳 4.11. 1 960 赤漆小韓櫃を造る 八省行幸 『村上天皇御記』

11 応和 3 963 太子直鷹装束、承塵を張る 皇太子元服 『西宮記j

12 康保 4.10. 11 967 中宮職御印を鋳進する 「日本紀略』

13 天禄 3. 4. 8 972 柳筈を供奉する 御灌仏 「差財言卿記』

14 天禄 3. 8. 11 972 御菓子を供奉する 釈天内論議 「器M言i帥言已』

15 天禄 3.11. 10 972 柳筈 2合を供奉する 天皇著錫紆 『差見イ言りiP言e』
16 天延 2. 8. 15 974 南殿障子を供奉する 季御読経 『親信卿記』

17 天延 2.11. 1 974 朔旦冬至 『親信卿記』

18 天元 5. 3. 23 982 中宮識印を鋳す 中宮職事始 『小右記j

19 正暦 4.11. 1 993 表鍼・案 ※天暦 9年の一説 朔旦冬至 『小右記j

20 長保 1. 7. 13 999 灯炉 御燈 『権記』

21 長保 3. 5. 9 1001 今宮神社の御輿 御霊会 「日本紀略』

22 長保 4.10. 3 1002 藤原行成の家印を鋳る 「権記』

23 寛弘 2. 7. 18 1005 絹笠岳に神祠を造作する 御霊会 『日本紀略』

24 寛弘 5. 9. 11 1008 御湯殿の雑具を作る 敦成親王御湯殿の儀 『御産部類記』

25 寛弘 8. 9. 7 1011 木印を離む 大嘗会 『小右記』

26 長和 2. 3. 26 1013 堂・僧房の装束 仁王会 『小右記』

27 寛仁 1. 9. 23 1017 標勅使を奉仕する 藤道長等石清水八幡宮詣 『左経記』

28 寛仁 1.12. 4 1017 南殿の簾豪を打つ 藤道長任太政大臣儀 『左経記』

29 寛仁 3. 9. 5 1019 雑エ・術工伊勢へ下向する 伊勢神宮遷宮 『左経記」

30 万寿 3.11. 28 1026 南殿御障子等を立てる 陸奥交易御馬御覧 『左経記」

31 万寿 3.12. 10 1026 御槽具・床子・机等を作る 章子内親王御湯殿の儀 『左経記j

筐
一
百
六
十
八
合
二
叡
望
下
料
、
，
柳
一
百
三
連

翌
量
、
織
営
料
生
糸
一
十
二
斤
、
巾
料
調
布
一

丈
、
浸
柳
料
商
布
一
段
、
長
功
三
百
舟
六
人
、
中

功
三
百
九
十
二
人
、
短
功
四
百
冊
八
人
」
と
み

え
、
柳
を
生
糸
で
編
ん
で
作
っ
た
。
柳
筐
は
日
常

確
認
で
き
る

品
を
納
め
た
り
、
儀
式
に
も
用
い
ら
れ
た
調
度
で

(
9
)
 

あ
る
。
儀
式
書
で
は
内
宴
や
五
月
五
日
節
会
な
ど

の
儀
式
に
お
い
て
、
実
例
で
は
天
禄
三
年
の
御
灌

仏
な
ど
で
、
内
匠
寮
が
柳
筈
を
準
備
し
た
こ
と
が

（表
2
|
5
.
7
.
1
8
.
2
0
、
表
3

ま
た
内
匠
寮
は
親
王
・
内
親
王
の
誕
生
後
の
御

湯
殿
の
儀
の
雑
具
も
用
意
し
て
い
る
（
表
2

|

19
、
表
3
|
4
.
2
4
.
3
1
)
。
延
長
元
年
七
月
に

誕
生
し
た
寛
明
親
王
（
朱
雀
天
皇
）
の
御
湯
殿
の

儀
に
つ
い
て
は
、
『
西
宮
記
』
巻
―
―
皇
后
養
産

に
「
内
匠
寮
作
御
湯
具
＿
」
と
み
え
、
寛
弘
五
年

九
月
に
誕
生
し
た
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
の

「
御
湯
殿
雑
具
内
匠
寮
作
レ
之
」
と
み
え
る
。
『
左

経
記
』
万
寿
三
年
―
二
月
一

0
日
条
に
は
、
章
子

内
親
王
の
御
湯
殿
の
儀
に
お
い
て
内
匠
寮
が
供
奉

し
た
雑
具
の
詳
細
な
記
載
が
あ
る
。

宮
庁
旦
内
匠
寮
畔
厨
贋
、
以
已
剋
令
レ
作
―

御
湯
殿
の
儀
に
つ
い
て
は
『
御
産
部
類
記
』
に

_
3
5
)
。

ー
．
 

ー
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御
槽
具
鰐
輯
臼
正
AD
叫
加
台
‘
床
子
一
脚
、
御
迎
湯
床
子
一
脚
、
置
レ
物
御
机

一
脚
虹
鰐
、
離
床
子
二
脚
事
攣
讐
謬
八
ロ
_
‘
洗
胞
衣
槽
―
口
臼
巧
（
下
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
内
匠
寮
は
、
御
槽
•
床
子
・
机
な
ど
の
木
製
品
を
奉
仕
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
通
常
の
調
度
で
は
な
く
白
木
や
白
い
布
で
覆

っ
た
儀
式
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
に
内
匠
寮
が
製
作
し
た
物
に
は
、
天
皇
元
服
の
儀
に
用
い
ら
れ
る
白
木

の
案
•
八
足
机
や
柳
の
箸
・
ヒ
（
『
西
宮
記
』
巻
―
―
裏
書
）
（
表
2
_
1
5
)
、
天

皇
崩
御
の
際
の
棺
の
製
作
（
同
巻
―
二
天
皇
崩
）
（
表
2
|
1
7
)
、
殿
上
で
用
い
る

(12) 

文
刺
（
『
侍
中
群
要
』
巻
一

0
)
等
、
木
製
品
の
記
載
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
柳
の
木
を
細
く
削
っ
て
編
ん
で
作
る
柳
筐
や
白
木
の
案
や
机
、
ま
た
柳

の
箸
•
と
と
い
う
よ
う
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
ま
り
製
作
に
手
間
の
か
か
ら
な

い
調
度
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
一

0
世
紀
以
降
に
内
匠
寮
が
製
作
し
た
調
度
に
は
銅
製
•
木
製
の

印
や
、
柳
筈
な
ど
の
木
製
品
が
目
立
つ
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
『
延
喜
式
』
に
み

え
て
い
た
多
彩
な
調
度
品
、
特
に
銀
製
品
の
製
作
の
記
載
が
一

0
世
紀
以
降
は
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
‘

1
0
世
紀
以
降
、
内
匠
寮
が
実
際
に
製
作

し
て
い
た
調
度
の
種
類
は
、
『
延
喜
式
』
の
記
載
に
比
べ
て
少
な
く
片
寄
り
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
内
匠
寮
の
職
掌
は
『
延
喜
式
』
段
階
と
比
べ
て
一

0
世
紀
に

は
縮
小
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
「
山
愧
記
』
元

暦
冗
年
八
月
二
二
日
条
に
は
「
近
代
内
匠
寮
皆
腐
銅
細
工
一
、
彫
木
事
不
レ
得
其

骨
」
と
あ
り
、
『
職
原
紗
』
上
内
匠
寮
に
は
「
掌
エ
匠
事
一
、
但
近
代
木
工
修
理

専
知
其
事
一
、
頗
似
征
竺
其
実
―
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
匠
寮
は
あ

る
時
期
か
ら
機
能
が
縮
小
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
山
愧
記
』
に
よ
る
と
、

二
世
紀
の
後
半
に
は
、
木
製
品
の
製
作
さ
え
も
衰
退
し
、
主
要
な
製
作
調
度
は
銅

製
品
の
み
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
す
で
に
一

0
世
紀
に
は
は

じ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
世
紀
中
葉
以
降
、
律
令
官
司
の
曹
司
群
は
徐
々
に

項、

姿
を
消
し
て
い
き
、
大
内
裏
が
荒
廃
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
カ

そ
れ
は
内
匠
寮
に
も
当
て
は
ま
る
。
『
西
宮
記
』
巻
八
所
々
に
内
匠
寮
の
別
所
で

あ
る
漆
室
が
「
今
荒
廃
」
と
み
え
る
の
は
、
大
内
裏
の
荒
廃
化
に
加
え
、
内
匠
寮

自
体
の
調
度
製
作
機
能
が
縮
小
し
た
結
果
だ
ろ
う
。

で
は
、
内
匠
寮
の
調
度
製
作
機
能
が
縮
小
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る

の
だ
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
九
世
紀
半
ば
に
内
匠
寮
か
ら
独
立
し
た
作
物

所
と
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
独
立
し
た
画
所
の
成
立
で
あ
る
。
作
物
所
は
内
匠
寮

か
ら
継
承
し
た
銀
製
品
等
の
調
度
の
製
作
と
、
そ
の
他
に
作
り
物
な
ど
の
装
飾
性

(14) 

の
高
い
調
度
を
製
作
し
、
一

0
世
紀
以
降
も
活
発
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。
画
所

は
内
匠
寮
の
作
画
機
能
が
分
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
匠
寮
の
主
要
な
作
画
機
能

(15) 

を
吸
収
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
物
所
や
画
所
は
内
裏
に
設
置
さ
れ
、
蔵
人
の
別

当
が
置
か
れ
る
な
ど
、
蔵
人
所
の
影
響
下
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
で
、
内
匠
寮
に
は

対
応
で
き
な
い
よ
う
な
内
裏
の
依
頼
者
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
調
度
を
製
作
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
九
•
1
0
世
紀
の
交
の
蔵
人
所
の
機
能

拡
充
に
伴
い
、
機
構
が
充
実
す
る
と
そ
の
職
掌
は
拡
大
し
、
内
匠
寮
の
職
掌
の

内
、
特
に
内
裏
で
必
要
と
さ
れ
た
調
度
品
の
製
作
の
大
部
分
を
奪
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。し

か
し
、
内
匠
寮
は
作
物
所
・
画
所
に
す
べ
て
の
調
度
製
作
の
職
掌
を
奪
わ
れ

た
訳
で
は
な
い
。
主
な
作
画
機
能
は
画
所
に
吸
収
さ
れ
た
も
の
の
、
先
述
し
た
よ

う
に
柳
箆
•
印
や
木
製
品
な
ど
の
製
作
は
一
0
世
紀
以
降
も
作
物
所
で
は
な
く
基

本
的
に
内
匠
寮
が
引
き
続
き
行
っ
て
い
る
。
内
匠
寮
は
規
模
が
縮
小
し
た
と
は
い
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れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（表
2
|
9
)
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
堂
院
な
ど
で

儀
式
に
お
い
て
も
、
内
匠
寮
が
朝
堂
院
な
ど
の
装
束
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
例
え
ば
『
西
宮
記
』
巻
五

を
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

十
一
日
奉
幣
に
は
内
匠
寮
が
八
省
院
の
装
束

え
、
作
物
所
・
画
所
と
は
異
な
っ
た
、
従
来
か
ら
の
独
自
の
職
掌
を
も
っ
て
存
続

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
朝
廷
の
調
度
製
作
は
、
内
匠
寮
は
印
や
加
工

し
易
い
木
製
品
の
製
作
、
作
物
所
は
装
飾
性
の
高
い
調
度
や
内
匠
寮
か
ら
吸
収
し

た
銀
製
品
等
の
製
作
、
画
所
は
作
画
と
い
う
よ
う
に
大
ま
か
な
役
割
分
担
が
な
さ

②
調
度
の
設
営

『
延
喜
式
』
に
み
ら
れ
る
内
匠
寮
の
調
度
の
設
営
は
、
一

0
世
紀
以
降
の
他
の

史
料
に
も
記
載
が
み
え
る
。
例
え
ば
、
五
月
六
日
の
打
毬
の
儀
に
つ
い
て
、
同
内

匠
寮
式
に
は
、
「
几
五
月
六
日
毬
子
廿
九
麟
直
‘
預
造
備
、
騎
射
畢
即
当
武
徳
殿

南
階
西
辺
一
、
允
巳
上
一
人
率
一
番
上
一
人
一
持
候
随
二
殿
上
喚
論
炉
之
」
と
あ
り
、

允
以
上
が
番
上
を
率
い
て
毬
子
を
持
っ
て
待
機
し
、
殿
上
の
召
し
に
よ
り
是
を
進

め
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
表
1
|
5
)
。
こ
れ
は
『
九
条
殿
暦
』
天
慶
七
年
五

月
六
日
条
に
も
「
内
匠
寮
作
二
球
子
廿
丸
＼
盛
二
楊
筐
＼
置
二
机
上
一
、
立
二
於
殿

巽
之
南
庭
一
、
左
近
権
少
将
藤
原
朝
臣
敦
敏
取
―
―
球
子
へ
置
二
大
臣
座
前
＿
」
と
み

え
、
『
西
宮
記
』
巻
三
供
菖
蒲
に
も
同
様
な
記
述
が
み
ら
れ
る
（
表
2
|
7
、
表

3
|
6
)
。
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
元
日
や
即
位
の
儀
式
の
旗
や
帳
の
設
営
に
つ
い

て
は
（
表
1
|
1
.
1
1
)
、
『
北
山
抄
』
巻
三
朝
拝
や
同
巻
五
即
位
に
も
内
匠
寮
が

旗
を
た
て
る
記
載
が
み
え
る
（
表
2
|
1
.
1
4
)
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
『
延
喜
式
』
の
内
匠
寮
の
調
度
の
設
営
の
記
載
は
、
朝
堂

院
や
豊
楽
院
・
武
徳
殿
な
ど
、
内
裏
外
の
儀
式
に
関
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
表
1

|
1
.
2
.
4
.
1
1
)
。

1
0
世
紀
以
降
の
史
料
に
は
、
『
延
喜
式
』
に
み
え
な
い

行
わ
れ
た
儀
式
で
の
調
度
の
設
営
は
お
そ
ら
く
八
世
紀
段
階
か
ら
の
内
匠
寮
の
職

掌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
入
り
、
儀
式
が
内
裏
へ
移
行
す
る

に
随
い
、
元
日
朝
賀
な
ど
の
朝
堂
院
•
豊
楽
院
等
で
行
わ
れ
た
国
家
的
な
行
事
が

(16) 

縮
小
し
て
い
く
と
、
内
匠
寮
が
そ
れ
ら
の
儀
式
で
供
奉
し
た
調
度
の
設
営
の
役
割

も
減
少
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
延
喜
式
』
以
外
の
史
料
に
は
、
内
匠
寮
が
内
裏
内
で
作
業
し
た
記
載

が
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
西
宮
記
』
巻
二
内
宴
に
は
「
仰
下
内
匠
寮
綾
綺
殿

母
屋
立
二
軟
障
台
玉
了
」
と
み
え
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
内
宴

の
儀
式
に
も
供
奉
し
て
い
る
（
表
2
|
5
)
。
同
巻
―
一
の
裏
書
に
み
え
る
応
和

三
年
の
皇
太
子
憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）
の
元
服
の
記
事
に
は
、
「
所
司
坊
官
、

装
東
太
子
直
慮
一
、
内
匠
寮
張
承
塵
一
、
坊
官
掃
部
寮
等
、
懸
御
箪
竺
鋪
々
設
」

と
み
え
、
内
裏
に
お
い
て
軟
障
台
や
承
塵
の
設
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
表
3
|
1
1
)
。
『
江
家
次
第
』
巻
三
御
斎
会
御
物
忌
儀
に
も
内
匠
寮
が
南
殿
母

屋
北
に
障
子
を
立
て
る
と
い
う
記
載
が
み
え
、
そ
の
他
に
元
日
宴
会
・
七
日
節
会

・
ニ
孟
旬
儀
•
新
嘗
祭
・
御
仏
名
な
ど
で
内
匠
寮
が
南
殿
や
清
涼
殿
の
御
障
子
を

設
営
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
載
が
い
く
つ
か
み
え
る
（
表
2
|
2
.
3
.
4
.
6

以
上
の
よ
う
に
一

0
世
紀
以
降
、
内
匠
寮
は
内
裏
で
の
調
度
の
設
営
も
行
っ
て

い
た
。
お
そ
ら
く
内
裏
の
調
度
設
営
は
、
作
物
所
・
画
所
設
置
以
前
は
、
内
匠
寮

が
主
と
し
て
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
作
物
所
・
画
所
が
内
裏
で
活
躍

す
る
よ
う
に
な
る
と
、
内
匠
寮
の
内
裏
で
の
調
度
の
設
営
の
役
割
も
調
度
製
作
と

同
様
に
縮
小
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

③
蔵
人
所
・
太
政
官
と
の
関
係
ー
儀
式
へ
の
召
仰
ー

九
世
紀
半
ば
に
は
、
蔵
人
所
が
諸
司
を
召
仰
せ
て
内
裏
の
儀
礼
等
に
供
奉
さ
せ

10 
． 
11 
． 
20 
ヽ

゜
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(17) 

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
内
匠
寮
も
蔵
人
所
の
召
仰
せ
に
よ
り
、
儀

式
に
供
奉
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
特
に
内
匠
寮
の
官
人
が
内
裏
で
作

業
を
行
う
場
合
に
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
政
事
要
略
』
巻
二
八
年
中
行
事

―
二
月
上
御
仏
名
所
引
蔵
人
式
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

蔵
人
式
云
‘
―
二
月
一
九
日
、
御
仏
名
（
中
略
）
、
当
日
早
朝
召
―
供
奉
諸
司

所
々
＼
仰
可
レ
農
供
雑
物
乏
由
贔
岬
疇
、
（
中
略
）
、
蔵
人
令
三
所
雑
色

等
先
撤
昼
御
座
井
帳
台
御
畳
＼
又
運
納
御
厨
子
御
調
度
等
於
仁
寿
殿
＼

内
匠
寮
駆
母
屋
御
障
子
四
間
―
疇
聾
亡
戸
二
戸
疇
：
い
謬
『
‘
及
東
廂
御
障
子
移
一

置
仁
寿
殿
西
廂
へ
（
下
略
）

右
は
、
―
二
月
に
内
裏
に
お
い
て
行
わ
れ
る
御
仏
名
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ

り
、
当
日
早
朝
に
蔵
人
所
の
指
示
に
よ
っ
て
、
内
匠
寮
が
仁
寿
殿
に
御
障
子
を
設

置
す
る
と
み
え
る
。
ま
た
、
『
西
宮
記
』
巻
六
御
仏
名
に
も
、
行
事
蔵
人
の
指
示

に
よ
っ
て
内
匠
寮
が
御
障
子
を
設
置
す
る
こ
と
、
油
杯
具
を
準
備
す
る
こ
と
が
み

え
る
。
そ
の
他
、
蔵
人
の
指
示
に
よ
り
内
匠
寮
が
内
裏
で
の
調
度
の
設
営
を
行
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
記
事
は
、
『
江
家
次
第
』
巻
六
二
孟
旬
儀
に
紫
痕
殿
の
御

障
子
を
立
て
る
こ
と
、
『
西
宮
記
』
巻
六
試
五
節
に
常
寧
殿
の
灯
台
に
油
を
さ
す

こ
と
、
『
北
山
抄
』
巻
四
御
元
服
儀
に
紫
｛
辰
殿
に
調
度
を
作
設
す
る
こ
と
、
『
親
信

卿
記
』
天
延
二
年
八
月
一
五
日
条
の
季
御
読
経
に
お
い
て
、
南
殿
障
子
を
召
仰
せ

ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
（
表
2
|
6
.
1
1
.
1
2
.
1
5
、
表
3
|
1
6
)
。

こ
の
よ
う
な
蔵
人
か
ら
の
召
仰
せ
は
調
度
の
設
営
だ
け
で
な
く
調
度
の
製
作
に

も
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
『
北
山
抄
』
巻
第
四
固
関
、
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三

年
四
月
八
日
の
御
灌
仏
、
同
一
―
月
一

0
日
の
天
皇
著
錫
紆
な
ど
で
は
、
蔵
人
の

召
仰
せ
に
よ
っ
て
内
匠
寮
は
柳
箆
を
進
め
て
い
る
（
表
2
|
1
8
、
表
3
_
1
3
.

15)
。
こ
の
よ
う
な
召
仰
は
『
西
宮
記
』
巻
二
内
宴
所
引
「
蔵
人
所
承
和
例
」
に

頭
一
人
、
助
一
人
、
大
允
一
人
、
少
允
二
人
、
大
属
一
人
、
少

属
二
人
、
史
生
八
人
、
直
丁
二
人
、
駆
使
丁
廿
人
、

右
、
令
外
増
置
、
以
補
二
醐
少
＼
其
使
部
以
上
、
考
選
禄
料
、
一
同
二
木
工

寮
＼
宜
下
付
二
所
司
一
、
以
為
中
恒
例
八
寮
即
入
二
中
務
省
管
内
之
員
＼

神
亀
五
年
七
月
廿
一
日（

『
類
緊
三
代
格
』
巻
四
神
亀
五
年
ニ
―
日
勅
）

内
匠
寮
に
は
頭
一
人
、
助
一
人
、
大
允
一
人
・
少
允
二
人
、
大
属
一
人
、
少
属

内
匠
寮

勅
内
匠
寮
が
設
置
さ
れ
た
と
き
の
勅
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
半
ば
に
は
内
匠
寮
は
蔵
人
所
の
召
仰
を
受
け
て

(18) 

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
匠
寮
は
蔵
人
の
召
仰
に
よ
り
内
裏
の
調
度
設
営
•
製
作
を

行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
装
束
司
の
よ
う
な
太
政
官
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
る
組
織
の
指
示
に
よ
っ
て
も
内
裏
の
儀
式
に
供
奉
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

『
西
宮
記
」
巻
八
入
野
宮
に
、
内
匠
主
典
が
装
束
司
に
任
命
さ
れ
た
例
が
確
認
で

き
る
（
表
2
|
2
1
)
。
装
束
司
は
、
八
世
紀
か
ら
宮
中
以
外
の
装
束
を
行
な
っ
て

(19) 

き
た
組
織
で
あ
る
。
内
匠
寮
は
蔵
人
の
召
仰
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
太

平
安
時
代
の
内
匠
寮
の
官
人

内
匠
寮
の
設
置
以
降
、
大
同
期
ま
で
の
官
人
編
成
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
中
西
康
裕
•
仁
藤
敦
史
両
氏
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
再

(20) 

確
認
し
て
お
き
た
い
。

政
官
が
運
営
す
る
組
織
を
通
じ
て
儀
式
に
供
奉
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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二
人
の
四
等
官
と
、
史
生
八
人
、
直
丁
二
人
・
駆
使
丁
二
0
人
が
定
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
他
に
は
、
調
度
製
作
を
行
う
雑
エ
が
所
属
し
て
お
り
、
大
同
三
年
に
漆

部
司
・
画
工
司
を
合
併
し
た
後
の
雑
エ
数
は
、
長
上
エ
ニ
0
人
と
番
上
エ
一

0

0

(21) 

人
で
あ
っ
た
。
大
同
四
年
三
月
―
四
日
に
は
史
生
二
員
が
減
ら
さ
れ
、
貞
観
五
年

六
月
二
八
日
に
は
寮
掌
が
一
員
、
同
七
年
九
月
五
日
に
は
二
員
が
置
か
れ
て
い

(22) 
る。

延
喜
中
務
省
式
時
服
条
に
は
、
時
服
を
与
え
ら
れ
る
内
匠
寮
官
人
一
百
三
四
人

の
官
人
の
内
訳
は
、
頭
一
人
、
助
一
人
、
大
允
一
人
、
少
允
二
人
、
大
属
一
人
、

少
属
二
人
、
史
生
六
人
、
オ
長
上
二
0
人
、
番
上
エ
一

0

0
人
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
式
部
省
式
に
は
史
生
が
権
官
も
含
め
て
七
人
、
使
部
が
一

0
人
所
属
し

て
い
た
と
み
え
、
同
内
匠
寮
式
に
は
典
薬
の
医
師
一
人
と
六
衛
府
の
舎
人
二
人
が

内
匠
寮
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

時
代
が
下
っ
た
『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
、
内
匠
寮
の
四
等
官
は
「
頭
•
助
□
．

喜
．
属
口
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
官
位
相
当
は
頭
が
従
五
位
上
、
助
が
正
六

位
下
、
允
が
正
七
位
下
、
少
允
が
従
七
位
上
、
属
が
従
八
位
上
、
少
属
が
従
八
位

下
、
そ
し
て
内
匠
長
上
は
従
八
位
上
、
内
匠
雑
工
は
大
初
位
下
と
定
め
ら
れ
て
い

(23) 
る
。
神
亀
五
年
の
内
匠
寮
設
置
の
勅
に
木
工
寮
に
准
ず
る
と
あ
る
よ
う
に
、
内
匠

寮
の
官
制
は
、
令
制
の
大
寮
に
準
じ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
内
匠
寮
の
四
等
官
に
つ
い
て
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
み
て
い
き
た

、。"
 

(
1
)
内
匠
頭

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
匠
寮
の
設
置
後
、
内
匠
頭
に
は
四

位
の
諸
王
が
多
く
任
命
さ
れ
た
が
、
八
世
紀
末
頃
か
ら
は
、
五
位
官
人
が
任
命
さ

ょ、
、『-` 30 

、-゚
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
表
4
は
、
平
安
時
代
に
任
命
さ
れ
た
内
匠
頭
を
ま
と
め
た

(25) 

も
の
で
あ
る
。

治
比
真
浄
か
ら
延
久
元
年
の
「
兼
行
」
ま
で
の
三
二
人
で
あ
る
。

諸
王
の
任
官
は
仁
寿
二
年
に
任
命
さ
れ
た
並
山
王
（
表
4ー

15)
以
降
み
ら
れ

な
く
な
る
。
任
官
さ
れ
た
氏
族
は
藤
原
氏
が
若
干
多
い
が
、
特
定
の
氏
族
の
世
襲

の
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。
任
官
時
の
位
階
に
つ
い
て
は
、
在
原
行
平
の
従
四
位
下

で
の
任
官
な
ど
、
例
外
も
二
例
み
ら
れ
る
も
の
の
（
表
4
|
3
.
1
8
)
、
多
く
は

五
位
で
の
任
官
に
な
っ
て
い
る
。

内
匠
頭
に
任
命
さ
れ
た
人
物
の
官
歴
を
み
て
み
る
と
、
蔵
人
・
春
宮
坊
•
中
宮

職
な
ど
の
天
皇
や
そ
の
近
親
者
達
の
家
政
機
関
の
官
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
が
複

数
み
ら
れ
た
。
内
匠
頭
と
そ
れ
ら
の
家
政
機
関
の
職
員
と
を
近
い
時
期
に
歴
任
し

て
い
た
と
確
認
で
き
る
例
を
あ
げ
る
と
、
直
世
王
は
弘
仁
元
年
に
内
匠
頭
に
任
命(26) 

さ
れ
、
同
七
年
か
ら
同
―
二
年
ま
で
嵯
峨
天
皇
の
蔵
人
頭
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

（表
4
|
6
)
。
在
原
行
平
は
貞
観
二
年
に
内
匠
頭
に
任
じ
ら
れ
、
同
一
四
年
か
ら

合）

一
五
年
ま
で
清
和
天
皇
の
蔵
人
頭
と
な
っ
て
い
る
（
表
4
|
1
8
)
。
源
等
は
寛
平

九
年
か
ら
延
喜
四
年
ま
で
醍
醐
天
皇
の
六
位
蔵
人
を
勤
め
て
お
り
、
同
一
六
年
に

内
匠
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
4
|
2
4
)
。
ま
た
、
「
輔
義
」
は

(28) 

昌
子
内
親
王
の
皇
太
后
宮
大
進
の
時
に
内
匠
頭
を
兼
ね
（
表
4
|
2
6
)
、
藤
原
惟

通
は
定
子
の
中
宮
少
進
•
皇
后
宮
大
進
の
後
す
ぐ
に
、
内
匠
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
ま

(29) 

た
一
条
天
皇
の
蔵
人
所
雑
色
に
も
補
せ
ら
れ
て
い
る
（
表
4
|
2
8
)
。
藤
原
経
国

(30) 

は
内
匠
頭
在
任
時
に
敦
良
親
王
の
春
宮
坊
の
陣
頭
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
表
4ー

内
匠
頭
の
具
体
的
な
職
掌
に
つ
い
て
の
史
料
は
少
な
い
が
、
延
喜
中
務
省
式
に

―
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
間
に
内
匠
頭
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
多
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表 4 内匠頭

'"" 
氏名 在任時期く1〉 西暦 位階 出 典 主な官歴く2〉

l多治比真浄 延暦15.12. 4(任） 796 従五位下 『日本後紀』 肥後守・（内匠頭）・讃岐介

2 川村王
延暦16. 2. 15 797 従四位下

『日本後紀』 少納言（•内阿匠波頭守） ・右大舎人頭・備
延暦18. 1. 29 799 従四位上 後守. . 丹波守

侍従・左大舎人頭・讃岐守・中務
3 大庭王 延暦23. 2. 18(任） 804 従四位下 『日本後紀』 大輔・（内匠頭）・上野守・大舎人

頭攀刑部卿

内舎人・大学大允•兵部大輔• 武
蔵守• 阿波守・大学頭•兵部少輔
• 河内守• 散位頭•宮内大輔•刑

4 藤原道雄 延暦25.5. 24 806 従五位上 『公卿補任j 部大輔• 上総守・（内匠頭）・但馬
守・右中弁•美作守· 治部大輔・
能登守・左中弁・典薬頭• 紀伊守
• 大舎人頭・右大弁•蔵人頭

5 平群真常 大同 3. 5. 21 808 従五位上 『日本後紀』 大内記張・大守橡・ 近江権介・（内匠
頭） ・尾

弓ムイニ 1. 1. 24(任） 810 従五位下 『公卿補任』 （内匠頭）・相模守・中務大輔•蔵人
6 直世王 頭・左大弁・左京大夫・近江守・

弘仁 1. 9. 16 810 従五位下 「日本後紀』 越前守・中納言• 弾正伊・中務卿

7 石川河主 弓ム1二2. 7. 23(任） 811 正五位下 『日本後紀』
木工頭・造宮亮•播磨介・（内匠
頭）・武蔵頭

8 藤原是雄 サム仁10.10. 27 819 従五位下 『伝述一心戒文』上

， 和気真綱 天長 4. 6. 9(任） 827 従五位上 『公卿補任』

楠野王
天長10. 4. 7 833 正五位下

『続日本後紀』 殿（内頭匠・頭左）•中務大輔• 散位頭・縫10 
承和 4. 3. 22 正五位下 兵庫頭•駿河守837 

文屋氏雄
承和 5.11. 20(任） 838 従五位下

『続日本後紀』 （内匠頭）・駿河守11 
承和 7.11. 16 従五位下840 

12 菅野高年 承和14. 2. 11 (任） 847 従五位下 『続日本後紀』
造酒正・囮書頭・（内匠頭）・因幡
介

13 橘数客 嘉祥 2. 2. 27(任） 849 従五位下 『続日本後紀』 （内匠頭）・尾張守・木工助

14 橘時枝 嘉祥 3.11. 29(任） 850 従五位下 『日本文徳天皇実録』 右衛（内門匠少頭尉）• 土甲佐斐守・左衛門権佐
・（ ・守

15 並山王 仁寿 2. 2. 15(任） 852 従五位上 『日本文徳天皇実録』 斎頭宮）頭． •内膳正•中務大輔・（内
匠 少納言•紀伊守

16 淡海貞主 天安 1. 2. 16(任） 857 従五位下 『日本文徳天皇実録』 （内匠頭）

貞観 2. 1. 16(任） 860 従五位上 尾張介・備中守・出羽備・右守前近・守備衛・少中（守
17 小野千株 『日本三代実録』

• 弾正少弼・土佐守 将

貞観 2. 6. 5(停） 860 従五位上
• 次侍従• 伊予守・ 内
匠頭）・播磨守

夫左蔵将馬蔵因人幡頭信兵人•伊衛守濃頭・•侍予播督守・・磨従介兵大・・守部大参宰・・左備議大蔵権・輔兵大帥中（・内衛権検輔•・匠佐介非冶中・頭務備違部・・）備大前使卿右・輔左権近別中・衛少

貞観 2. 6. 5(任） 860 従四位下
介・
・左
京大

18 在原行平 『日本三代実録」 ,-,.. 寸・

当・

貞観 2. 8. 26(停） 860 従四位下 備中
奥守・近江守・中納言・民部卿• 陸

出羽按察使
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貞観 2. 8. 26(任） 860 正五位下

19 在原善淵 『日本三代実録』

貞観 4. 2. 14(停） 862 正五位下

貞観 4. 2. 14(任） 862 従五位下
20 藤原利基 『日本三代実録』

貞観 5. 2. 10(停） 863 従五位下

貞観 5. 2. 10(任） 863 正五位下

21 在原善淵 貞観 6. 1. 7 864 従四位下 『日本三代実録』

貞観 6. 1. 16(停） 864 従四位下

藤原宗枝
貞観 6. 1. 16(任） 864 従五位下

『日本三代実録』22 
貞観 6. 3. 8(停） 従五位下864 

貞観 6. 3. 8(任） 864 従五位下

貞観 8. 2. 13 866 従五位下

23 藤原維範 貞観 9. 2. 29 867 従五位下 『日本三代実録』

貞観10. 1. 16 868 従五位下

貞観12. 1. 25 870 従五位下

24 源等 延喜16 916 従五位上 『公卿補任』

25 算 寛和 1.9. 14 985 『小右記』

26 輔義 寛和 1.9. 14(任） 985 『小右記』

27 源致道 長徳4.12. 8 998 『権記』

長保 5.4. 11 1003 「権記』
28 藤原惟通

寛弘 1.8. 15 1004 『御堂関白記』

寛弘4.4. 17 1007 『御堂関白記』

29 藤原理邦（国） 長和 4.10. 3 1015 『小右記』

寛仁 1.9. 23 1017 『左経記』

30 藤原経国 寛仁 1.9. 9 1017 従五位上 「立坊部類記』

万寿 3.12. 10 1026 
31 （橘ヵ）兼懐

長元 8.5. 17 
『左経記』

1035 

康平 2.11 1059 

康平 3.7. 8 1060 

康平4.10. 25 1061 
『平定家記』

康平 5. 1. 10 1062 

32 源兼行 治暦 4.10. 30 1068 『後二条師通記』

延久 l 1069 『江家次第』

延久4.4. 3 1072 『扶桑略記』

延久4.11 1072 『平安遺文』 1089

承暦 1.11. 3 1077 『平安遺文』補 276

※『尊卑分脈』等、正確な年代がわからないものは省いた。

〈1〉内匠頭であったと確認できる年月日。

大紀大頭河伊舎）輔内•権人守・紀頭守（・伊内大・•匠守和近中頭江務守・）山権大・・城輔守（次内守侍・・匠大冶従•頭神和部）・祇権大・（内伯守輔大蔵匠・・・
山城権守・大和守

左•衛次侍門大尉・衛模（内守門匠佐・頭右・） ・備前衛権少介従・左 右近将
・左馬頭・ 相模守 近衛中将

19と同上

左衛門大尉次・侍（内従匠頭）・伊勢介・
右衛門佐・

式部大丞・波（内権匠介頭・）•安芸権介・
次侍従• 阿 備後権介
備後介・左衛門権佐•美濃権介

権六濃弾（・宇丹守正位権多波大守蔵・院左守弼人御（中受・•給・弁山（領近）内城）・•江匠大主守・頭権大蔵殿・）少蔵少頭勘・橡大輔次解・輔侍大由・・圭従宰ニ長・殿備r大官可・助弐守美前・

右大弁・ 参議・讃岐守

（内匠頭）・木工権頭

皇太后宮大進・（内匠頭）

（内匠頭）

小舎（内人匠・頭中）宮少進• 皇后宮権大進
・ ・雑色•安芸国司

（内匠頭）・右衛門佐代

（内匠頭）・春宮陣頭

（内匠頭）・伊勢守・斎宮頭

大和守・少内記・伊勢守・（内匠
頭）

く 2〉六国史、『公卿補任』、坂本太郎• 平野邦雄編『日本古代氏族人名辞典』（吉川弘文館、 1990年）、古

代学協会・古代学研究所編「平安時代史事典』（角川書店、 1994年）、槙野廣造編『平安人名辞典一

長保二年一』（高科書店、 1993年）、同『平安人名辞典一康平三年一』上（和泉書院、 2007年）等を

参照した。
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几
応
レ
改
二
鋳
諸
司
諸
国
印
―
者
、
随
一
太
政
官
符
到
—
即
下
二
符
内
匠
寮
一
、
寮

録
用
度
申
レ
省
、
其
字
様
者
、
官
仰
式
部
―
令
書

I

博
士
就
レ
省
書
一
之
、
即

少
納
言
輔
及
寮
助
以
上
共
検
校
令
二
鋳
造
ー
、
少
納
言
輔
不
レ
在
者
、
寮
頭
監

鋳
、
詑
即
蘊
奏
文
一
、
少
納
言
執
進
内
侍
一
、

と
み
え
、
印
を
作
る
と
き
は
、
内
匠
頭
も
し
く
は
内
匠
助
が
少
納
言
•
中
務
輔
と

共
に
検
校
し
て
鋳
造
し
、
少
納
言
と
中
務
輔
が
不
在
の
と
き
は
内
匠
頭
が
監
鋳
す

る
と
み
え
る
。
ま
た
、
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
―
二
月
一

0
日
条
に
は
、
中
宮
威

子
の
内
親
王
出
産
時
に
、
中
宮
職
が
内
匠
頭
橘
兼
懐
を
召
し
、
内
匠
寮
に
御
槽
具

等
を
作
ら
せ
た
と
み
え
（
表
4
|
3
1
)
、
『
平
定
家
記
』
康
平
三
年
七
月
八
日
条
に

は
、
内
匠
頭
源
兼
行
が
、
書
杖
造
進
を
命
じ
ら
れ
、
料
物
を
給
わ
っ
た
こ
と
が
み

え
る
（
表
4
|
3
2
)
。

(
2
)
内
匠
助

内
匠
助
に
補
さ
れ
た
人
物
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
。
大
中
臣
魚
取
か

ら
橘
俊
経
ま
で
―
二
人
が
確
認
で
き
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
内
匠
助
の
官
位
相

(31) 

当
は
六
位
で
あ
る
が
、
八
世
紀
か
ら
天
安
二
年
の
橘
良
枝
（
表
5
|
5
)
ま
で
ほ

ぼ
従
五
位
下
で
の
任
官
で
あ
る
。
藤
原
氏
と
橘
氏
か
ら
の
任
官
が
多
い
も
の
の
、

特
定
の
氏
族
に
よ
る
世
襲
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

内
匠
助
に
任
命
さ
れ
た
人
物
の
官
歴
を
み
る
と
、
頭
と
同
じ
く
、
蔵
人
所
や
皇

太
后
・
院
•
春
宮
の
家
政
機
関
に
勤
め
て
い
た
者
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
藤
原
貞

守
は
、
天
長
二
年
二
月
か
ら
少
な
く
と
も
同
五
年
ま
で
内
匠
助
を
務
め
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
が
、
同
四
年
か
ら
同
五
年
に
淳
和
天
皇
の
蔵
人
に
任
ぜ
ら
れ
、

ま
た
同
三
年
か
ら
少
な
く
と
も
同
五
年
ま
で
橘
嘉
智
子
の
皇
太
后
大
進
も
兼
ね
て

(32) 

い
る
（
表
5
|
4
)
。
橘
修
道
は
寛
弘
八
年
、
内
匠
助
の
と
き
に
三
条
天
皇
の
蔵

0
)
。

ー

5

|

 

(33) 

人
所
雑
色
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
（
表
5
_
9
)
。
源
季
範
は
長
和
元
年
に
内
匠
権

助
で
あ
り
、
そ
の
後
、
同
二
年
二
月
に
三
条
天
皇
の
蔵
人
所
雑
色
に
補
せ
ら
れ
、

(34) 

同
四
年
か
ら
同
五
年
ま
で
六
位
蔵
人
を
務
め
て
い
る
（
表
5
_
1
0
)
。
ま
た
藤
原(35) 

成
季
は
同
五
年
一
月
、
内
匠
助
の
と
き
に
三
条
院
の
蔵
人
に
任
命
さ
れ
て
い
る

（表
5
|
1
1
)
。
橘
俊
経
は
寛
仁
元
年
九
月
に
内
匠
助
で
春
宮
（
敦
良
親
王
、
後
の

後
朱
雀
天
皇
）
侍
者
と
み
え
、
ま
た
万
寿
四
年
四
月
に
も
内
匠
助
で
東
宮
蔵
人
を

(36) 

兼
ね
て
い
る
（
表
5
|
1
2
)
。
俊
経
は
後
朱
雀
天
皇
の
近
く
に
仕
え
て
い
た
人
物

(37) 

で
あ
り
、
ま
た
皇
后
禎
子
内
親
王
の
乳
母
子
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
王
権
の
家
政

に
つ
い
て
詳
し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

内
匠
助
の
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
も
史
料
が
少
な
い
。
上
述
し
た
延
喜
中
務

省
式
に
み
え
る
印
作
成
時
に
少
納
言
•
中
務
輔
と
共
に
鋳
造
を
検
校
し
た
こ
と
の

他
に
は
、
橘
修
道
が
三
条
天
皇
の
一
代
一
度
の
仁
王
会
で
僧
房
装
束
を
命
じ
ら
れ

(38) 

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
表
5
|
9
)
。
内
匠
助
在
任
時
で
は
な
い

が
、
長
和
元
年
に
源
朝
臣
季
範
が
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
所
の
奏
に
よ
っ
て
内
匠
権
助

に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
『
大
間
成
文
抄
』
第
七
所
々
奏
）
。
季
範
は
長
保
二
年
九
月

一
六
日
に
行
わ
れ
た
遷
宮
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
遷
宮
所
に
お
い
て
調
度
品
の
準

(39) 

備
に
関
わ
り
、
そ
の
経
験
を
買
わ
れ
て
内
匠
権
助
に
任
命
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
（
表

(
3
)
内
匠
允

内
匠
允
を
ま
と
め
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
興
世
書
主
か
ら
平
公
親
ま
で
―
二
人

が
確
認
で
き
る
。
官
位
相
当
は
七
位
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
六
位
で
任
命
さ
れ
た

者
が
一
名
、
内
匠
允
在
任
時
に
六
位
だ
っ
た
者
が
二
名
み
ら
れ
る
。
内
匠
允
に
つ

い
て
も
、
官
歴
な
ど
不
明
な
点
が
多
い
も
の
の
、
天
皇
や
東
宮
・
中
宮
な
ど
と
近
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表 5 内匠助

＼ 氏名 在任時期〈l〉 西暦 位階 出典 主な官歴〈2)

1大中臣魚取 延暦23. 2. 18 804 従五位下 『日本後紀』 （内匠助）・大和介・民部少輔

2 安倍益成 大同 3. 6. 25 808 従五位下 『日本後紀」 （内匠助）・常陸介• 雅楽頭

3 文屋末嗣 弘仁 4. 1. 25 (任） 813 従五位下 『日本後紀」 （内匠助）

『公卿補任』実録』
大学少大允・少（内弁匠•助式）・皇太后大

天長 2. 2(任） 825 
『日本三代

進• 蔵人・右 部少輔・讃

4 藤原貞守
越岐介後権• 春宮亮• 豊前守・信濃介・

天長 4 827 正六位上 『蔵人補任』 右守・備中守・式部少輔・備
前守・ 中弁• 蔵人頭・左中弁．

天長 5 828 正六位上 『蔵人補任』 右大弁・参議・下野守・式部大輔

5 橘良枝 天安 2. 1. 23 (任） 858 従五位下 『日本文徳天皇実録』 （内匠助）

6 藤原忠直 元慶 3. 1. 7 879 正六位上 『日本三代実録』 （内匠助）

7 布勢園公 元慶 6. 1. 7 882 正六位上 『日本三代実録』 （内匠助）・造酒正・筑前守

8 藤原加年世 昌泰 4(任） 901 正六位上 『大間成文抄』 皇太后宮大進・（内匠助）

寛弘 8. 8. 11 1011 『小右記』， 橘修道
長和 2. 3. 26 『小右記』

（内匠助）・蔵人所雑色
1013 

尉（内•匠蔵権人助·）・蔵人所雑色・右衛門
10 源季範 長和 1 1012 正六位上 『大間成文抄』 式部丞•三条院判官代

• 相模介

11 藤原成季 長和 5. 1. 29 1016 『小右記』 （内匠助）・三条院蔵人・大内記

寛仁 1. 9. 9 1017 正六位上 『立坊部類記』

12 橘俊経 万寿 4. 4. 4 1027 『小右記』 （内匠助）・春宮侍者・東宮蔵人

万寿 4. 4. 28(停） 1027 『小右記』

※表 4※参照。

<1〉内匠助であったと確認できる年月日。

〈2〉表4〈2〉参照。

0
)
。

ー

5
.
7
.
 

し
い
者
が
確
認
さ
れ
る
。
興
世
書
主
は
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年

―
一
月
己
卯
条
の
卒
伝
に
「
書
主
為
レ
人
恭
謹
、
容
止
可
レ
観
、
昔
者
嵯
峨
大

上
天
皇
在
藩
之
時
、
殊
憐
―
―
其
進
退
―
」
と
み
え
、
嵯
峨
天
皇
と
の
親
交
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
、
そ
の
後
、
尾
張
少
目
•
縫
殿
少
允
•
内
匠
少
允
な
ど
に

任
官
さ
れ
て
い
る
（
表
6
|
1
)
。
承
和
八
年
に
内
匠
允
に
任
官
さ
れ
た
良
i
今

(40) 

清
風
は
、
貞
観
七
か
ら
同
八
年
に
清
和
天
皇
の
蔵
人
頭
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

（表
6
_
2
)
。
長
徳
四
年
に
内
匠
允
で
あ
っ
た
菅
原
永
頼
は
永
詐
元
年
に
宣
旨

に
よ
り
蔵
人
所
に
候
し
て
い
る
（
表
6
|
1
1
)
。
『
北
山
抄
』
巻
第
三
拾
遺
雑
少

上
除
目
事
に
み
え
る
藤
原
有
声
は
延
喜
三
年
一
月
に
「
仁
和
寺
去
年
京
官
御

給
」
（
宇
多
上
皇
）
で
内
匠
大
允
に
、
平
忠
明
は
延
喜
一
九
年
に
「
東
宮
御
給
」

（
保
明
親
王
）
で
、
藤
原
当
相
は
天
暦
三
年
五
月
に
「
中
宮
当
年
御
給
」
（
太
皇

太
后
藤
原
穏
子
）
で
そ
れ
ぞ
れ
内
匠
少
允
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
上
皇
・
東
宮

•
中
宮
と
い
っ
た
天
皇
の
近
親
者
の
年
給
に
よ
る
任
官
が
み
ら
れ
る
（
表6|

＇

内
匠
允
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
元
慶
元
年
閏
二
月

二
三
日
条
に
「
美
作
国
進
銅
大
十
両
一
、
備
前
国
二
斤
九
両
、
先
レ
是
、
従
七

位
上
伴
宿
祢
吉
備
麿
言
、
美
作
国
真
嶋
郡
加
夫
良
和
利
山
、
大
庭
郡
比
智
奈
井

山
、
備
前
国
津
高
郡
佐
佐
女
山
有
レ
銅
、
故
吉
備
麿
掘
採
、
進
二
其
様
銅
ー
、
勅

遣
内
匠
大
允
正
六
位
上
布
勢
朝
臣
安
客
一
、
与
i

国
宰
知
』
レ
地
検
校
掘
採
、
令
主
一

安
寄
還
向
進
所
レ
採
之
銅
亡
と
あ
り
、
内
匠
大
允
布
勢
朝
臣
安
客
を
美
作
国

・
備
前
国
に
派
遣
し
て
銅
を
採
ら
せ
て
持
ち
帰
ら
せ
た
こ
と
が
み
え
る
（
表
6

|
4
)
。
内
匠
寮
の
職
掌
に
は
印
な
ど
の
銅
の
鋳
造
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

銅
を
扱
う
内
匠
寮
の
官
人
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
（
第
一
章

参
照
）
。
延
長
五
年
六
月
に
は
断
壊
し
た
山
崎
橋
の
修
理
の
為
に
、
内
匠
允
伴
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表 6 内匠允

'"" 
氏名 在任時期〈l〉 西暦 位階 出典 主な官歴く2)

尾張少目•縫殿少允・（り内権匠大少尉允・） 
・左兵衛権大尉・左衛F

1興世書主 サム1二 1. 1 (任） 810 『日本文徳天皇実録』 検非違使・大歌所別当• 織部正・
右近衛将監・左京亮•信濃守・木
工頭• 治部大輔

内舎人 ・下野橡江・・•左美（権内馬濃守匠介介少・・•允（蔵左播）人近磨・伊衛権頭勢大橡•加賀介
2 良客清風 承和 8(任） 841 正六位上 『日本三代実録』 少将・越中権介

介• 美作守・近 （ 
カ）

3 賀祐祖継 貞観 9. 1. 8 867 正六位上 『日本三代実録』 （内匠大允）

4 布勢安苓 元慶 1.閏2.23 877 正六位上 『日本三代実録j （内匠大允）

5 藤原有声 延喜 3. 1 903 『北山抄』 （内匠大允）

6 藤原岳宗 延喜15 915 『西宮記』 内舎人・（内匠允）

7 平忠明 延喜19. 1 919 『北山抄』 （内匠少允）

8 伴彦真 延長 5. 6. 4 927 『扶桑略記裏書』
守（内匠允）・美濃守・播磨守・近江

， 平立身 天慶元 10.17 938 『本朝世紀』 （内匠少允）

10 藤原当相 天暦 3. 5. 2 949 『北山抄』 （内匠少允）

長徳 4.12. 26 998 『北山抄裏文書』
11 菅原永頼

長和 2. 3. 26 『小右記』
蔵人所に候す・（内匠少允）

1013 

12 平公親 治安 1 1021 『左経記』『小記目録』 （内匠允）

※表4※参照。

〈l〉内匠助であったと確認できる年月日。

〈2〉表4〈2〉参照。

彦
真
が
造
橋
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
『
扶
桑
略
記
』
）
（
表
6
|
8
)
。
ま
た
上

述
し
た
内
匠
助
橘
修
道
が
僧
房
装
束
を
命
じ
ら
れ
た
三
条
天
皇
の
一
代
一
度
の

仁
王
会
に
は
、
内
匠
少
允
菅
原
永
頼
も
堂
の
装
束
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
命
じ
ら

れ
て
い
る
。
延
喜
内
匠
寮
式
に
は
五
月
六
日
に
武
徳
殿
に
お
い
て
内
匠
允
以
上

が
番
上
を
率
い
て
毬
子
を
進
め
る
と
み
え
、
儀
式
時
の
内
匠
允
の
役
割
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
内
匠
属

人
が
確
認
で
き
る
。
官
位
相
当
は
従
八
位
で
あ
る
が
、
七
位
で
の
任
命
さ
れ
る

者
が
二
名
確
認
さ
れ
、
七
位
や
六
位
で
在
任
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
造

宮
所
奏
で
内
匠
権
大
属
に
任
命
さ
れ
た
大
秦
忠
安
（
表
7
_
4
)
、
伊
勢
大
神

宮
正
殿
金
物
の
功
に
よ
り
内
匠
大
属
に
任
命
さ
れ
た
紀
為
季
（
表
7
|
7
)
な

ど
が
お
り
、
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
の
調
度
製
作
に
携
わ
っ
た
者
が
任
官
さ
れ
て
い

る
（
『
大
間
成
文
抄
』
）
。
『
西
宮
記
』
巻
八
に
、
入
野
宮
の
際
に
は
、
「
内
匠
主

典
」
が
装
束
司
に
任
命
さ
れ
た
と
み
え
、
内
匠
属
が
伊
勢
神
宮
関
係
の
調
度
に

携
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
暦
八
年
に
は
内
匠
少
属
丈
部
滋
茂

が
、
村
上
天
皇
衷
筆
経
の
装
演
等
に
奉
仕
し
て
禄
を
う
け
た
者
の
一
人
と
し

(41) 

て
、
画
師
の
飛
鳥
部
常
則
等
と
共
に
、
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
7

|

2
)
。
『
権
記
』
長
保
四
年
一

0
月
三
日
条
に
は
、
「
早
朝
、
淑
光
朝
臣
持
二
来
成

字
印
文
一
、
即
差
茂
方
湿
竺
内
匠
属
服
時
方
許
一
、
家
印
未
レ
鋳
、
九
条
殿
例
、

任
宰
相
給
之
後
、
有
此
事
」
と
あ
り
、
藤
原
行
成
が
参
議
に
任
命
さ
れ
た

時
に
、
家
印
の
鋳
造
の
為
、
大
江
淑
光
が
持
っ
て
き
た
印
の
文
字
を
内
匠
属
服

時
方
の
と
こ
ろ
に
送
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
表
7
|
3
)
。
『
大
間
成
文
抄
』

内
匠
属
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
7
で
あ
る
。
民
国
成
か
ら
上
野
清
近
ま
で
九
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表 7 内匠属

＼ 氏名 在任時期〈l〉 西暦 位階 出典 主な官歴く2〉

1民国成 齊衡 3.11. 1 856 正七位下 『日本文徳天皇実録』 （内匠少属）

2 丈部滋茂 天暦 8.12. 19 954 『村上天皇御記』 （内匠少属）

3 服時方 長保4.10. 3 1002 『権記』 （内匠属）

4 大秦忠安 寛弘元．秋 1004 従七位上 『大間成文抄』 （内匠権大属）

5 孝任 万寿 2.10. 30 1025 『小右記』 （内匠属）

6 服延任 長久4(任） 1043 従七位上 『大間成文抄』 （内匠少属）

7 紀為季 康平 2(任） 1059 従七位上 『大間成文抄』 （内匠大属）

8 坂上守忠 寛治 6.1. 23 1092 正六位上 『大間成文抄』 （内匠属）・作物所預， 上野清近 嘉保 3.1. 27 1096 正六位上 「大間成文抄』 作物所預・（内匠属）

※表4※参照。

〈1〉内匠助であったと確認できる年月日。

〈2〉表4く2〉参照。

そ
れ
ぞ
れ
調
度
製
作
に
関
与

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

き
を
内
匠
属
と
し
て
も
期
待

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
内
匠
寮
の
四
等
官

に
任
命
さ
れ
た
官
人
を
検
討

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
の

特
徴
は
実
例
か
ら
は
明
確
に

区
別
で
き
な
い
が
、
九
世
紀

以
後
も
内
匠
寮
の
四
等
官
は

『
中
右
記
』
に
度
々
み
ら
れ

(43) 
る
。
作
物
所
預
の
よ
う
な
働

名
に
は
作
物
所
預
と
し
て

「
内
匠
属
坂
上
宿
祢
守
忠
」

と
「
内
匠
属
上
野
清
近
」
と

が
み
え
る
（
表
7
|
8
.

9
)
。
作
物
所
預
は
主
に
作

物
所
の
調
度
製
作
に
あ
た

り
、
現
場
統
括
お
よ
び
事
務

責
任
者
と
い
う
役
割
を
果
た

(42) 

し
て
い
た
。
上
野
清
近
は
作

物
所
預
と
し
て
の
活
動
が

第
四
所
々
奏
の
寛
治
六
年
と

嘉
保
三
年
の
作
物
所
奏
の
署

頭
•
助
・
允
に
は
天
皇
・
東
宮
・
皇
后
な
ど
の
家
政
機
関
の
官
職
を
経
た
り
、

親
交
が
あ
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
蔵
人
と
内
廷
諸
司
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
玉

井
力
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
承
和
頃
か
ら
蔵
人
が
内
蔵
寮
官

人
を
兼
帯
し
始
め
、
一

0
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
は
内
蔵
寮
の
み
な
ら
ず

木
工
寮
•
修
理
職
•
主
殿
寮
な
ど
の
内
廷
諸
司
官
人
も
恒
常
的
に
兼
帯
す
る
よ
う

に
な
り
、
蔵
人
所
が
太
政
官
を
経
ず
に
内
廷
諸
司
を
直
接
組
織
し
は
じ
め
た
と
い

(45) 
う
。
内
匠
寮
の
場
合
、
内
匠
寮
官
人
と
蔵
人
と
の
同
時
期
の
兼
帯
を
確
実
に
確
認

(46) 

で
き
る
の
は
、
淳
和
天
皇
の
蔵
人
で
あ
っ
た
藤
原
貞
守
一
名
の
み
で
あ
る
（
表
5

|
4
)。
玉
井
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
木
工
寮
•
修
理
職
•
主
殿
寮
な
ど
の
内
廷
諸
司

に
比
べ
る
と
、
官
人
の
兼
帯
関
係
か
ら
は
、
蔵
人
所
の
内
匠
寮
に
対
す
る
直
接
的

な
支
配
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
匠
寮
か
ら
は
九
世
紀
末
ま
で
に
そ
の
内

裏
出
先
機
関
で
あ
っ
た
作
物
所
・
画
所
が
独
立
し
、
蔵
人
所
の
下
に
再
編
成
さ
れ

た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
え
て
蔵
人
が
内
匠
寮
へ
の
支
配
を
強
化
す
る
必
要
は

(47) 

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
内
裏
で
必
要
と
さ
れ
る
調
度
は
別
当
の
蔵
人
を
通
じ
て
作

物
所
・
画
所
へ
直
接
依
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
内
裏
か
ら
内
匠
寮
へ
調
度
の
供

奉
を
命
じ
る
頻
度
は
以
前
よ
り
も
少
な
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
木
工
寮
•
修

理
職
•
主
殿
寮
は
、
一
0
世
紀
始
め
に
い
た
っ
て
も
内
裏
の
出
先
機
関
と
し
て
内

(48) 

候
所
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
内
廷
諸
司
と
内
匠
寮
と
は
事
情
が
異
な
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
内
匠
寮
は
、
頻
度
は
低
く
な
っ
た
と
は

い
え
‘

1
0
世
紀
も
内
裏
へ
の
供
奉
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
任
務
を
円
滑
に
行
う

た
め
に
、
蔵
人
の
兼
帯
で
な
い
に
し
て
も
、
蔵
人
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
な
内
裏
に

詳
し
い
人
物
が
任
官
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

内
匠
寮
官
人
に
中
宮
・
東
宮
な
ど
の
天
皇
の
近
親
者
の
家
政
機
関
に
詳
し
い
人

t~~ 
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お

わ

り

に

1
0
世
紀
頃
か
ら
、
令
制
官
司
に
は
長
官
ー
年
預
制
が
導
入
さ
れ
始

め
、
四
等
官
制
が
崩
壊
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
か
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
頃
ま

で
に
内
匠
寮
に
年
預
が
設
置
さ
れ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
別
当
に
つ

い
て
は
、
『
兵
範
記
』
嘉
応
元
年
八
月
二
七
日
条
に
よ
る
と
―
二
世
紀
ま
で
に
は

内
匠
寮
に
も
右
大
臣
の
別
当
が
置
か
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
内
匠
寮
、
右
大

臣
、
如
レ
旧
」
と
み
え
る
の
で
、
以
前
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

(52) 

が
、
具
体
的
に
い
つ
頃
か
ら
設
置
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
九
・
1
0
世
紀
を
中
心
に
し
た
内
匠
寮
の
特
徴
は
以
下
の
二

点
で
あ
る
。

一
、
内
匠
寮
は
、
少
な
く
と
も
一
0
世
紀
に
は
、
『
延
喜
式
』
段
階
に
比
べ
て
製

作
調
度
に
片
寄
り
が
み
ら
れ
、
機
能
が
縮
小
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
原

な
お
、

物
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
八
世
紀
か
ら
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々

が
使
用
す
る
調
度
の
製
作
を
行
う
と
い
う
内
匠
寮
の
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た

(49) 

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
延
喜
式
」
の
記
載
か
ら
内
匠
寮
が
天
皇
の
供
御

物
や
東
宮
や
斎
宮
に
関
係
し
た
調
度
を
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
‘
1
0

世
紀
以
降
も
、
中
宮
・
皇
太
后
•
皇
太
子
・
斎
宮
の
調
度
の
供
奉
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
（
表
2
|
1
9
.
2
0
.
2
1
、
表
3
_
4
.
7
.
9
.
1
1
.
1
2
.
1
8

.
2
4
.
2
9
.
3
1
)
。
九
世
紀
以
降
、
律
令
官
人
制
が
変
質
し
、
下
級
官
人
が
諸
司

翠）ヽ

•
院
宮
王
臣
家
へ
分
属
し
て
い
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
力
内
匠
寮
官
人
の
場
合

は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
職
掌
の
便
宜
性
に
よ
っ
た
面
も
大
き
い
と

推
測
さ
れ
る
。

こ°t
 

因
に
は
、
九
世
紀
に
内
匠
寮
か
ら
独
立
し
、
蔵
人
所
の
も
と
に
再
編
さ
れ
た
作
物

所
・
画
所
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
内
匠
寮
は
従
来
か
ら
行
っ
て
い

た
印
や
簡
単
な
木
製
品
を
、
作
物
所
は
細
か
な
作
業
を
伴
う
調
度
や
銀
製
品
を
、

画
所
は
作
画
を
供
奉
す
る
と
い
っ
た
調
度
製
作
の
役
割
分
担
が
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
調
度
の
設
営
に
つ
い
て
も
、
内
匠
寮
が
八
世
紀
以
来
供
奉
し
て
き
た
朝
堂

院
な
ど
で
の
国
家
的
な
行
事
が
衰
退
し
、
ま
た
内
裏
に
お
い
て
も
作
物
所
・
画
所

に
職
掌
を
奪
わ
れ
、
機
能
は
縮
小
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
儀
式
へ
の
供
奉
は
、
九

世
紀
半
ば
以
降
、
蔵
人
所
の
召
仰
に
よ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
装
束
司
な
ど
の
太
政
官
組
織
に
よ
る
行
事
に
も
引
き
続
き
供
奉
し
て
い

二
、
内
匠
寮
の
四
等
官
の
職
掌
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
九

世
紀
以
降
も
調
度
製
作
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
官
人

達
は
、
奈
良
時
代
に
引
き
続
き
、
天
皇
や
天
皇
の
近
親
者
の
家
政
機
関
に
詳
し
い

人
物
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
調
度
の
製
作
を
行
う
と
い
う
内

匠
寮
の
職
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
蔵

人
所
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
内
蔵
寮
な
ど
の
他
の
内
廷
諸
司
と
は
異
な
り
、
蔵

人
が
内
匠
寮
官
人
を
兼
帯
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
内
裏
の
出

先
機
関
で
あ
っ
た
作
物
所
・
画
所
が
独
立
し
、
蔵
人
所
の
下
に
再
編
さ
れ
た
こ
と

で
、
内
裏
の
主
要
な
調
度
調
達
機
能
が
作
物
所
・
画
所
へ
移
行
し
、
内
裏
に
お
け

る
内
匠
寮
の
重
要
度
が
低
下
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

奈
良
時
代
か
ら
朝
廷
の
調
度
製
作
を
担
っ
て
き
た
内
匠
寮
は
、
大
同
の
官
制
改

(53) 

革
に
お
い
て
機
能
が
整
備
・
充
実
さ
れ
、
嵯
峨
朝
の
儀
式
の
整
備
な
ど
に
伴
い
、

九
世
紀
初
め
、
そ
の
役
割
は
朝
廷
に
と
っ
て
重
要
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

(54) 
る
。
し
か
し
、
九
世
紀
後
半
に
調
庸
制
の
衰
退
に
よ
っ
て
律
令
財
源
が
縮
小
す
る

-15-



(55)

（

56) 

と
、
そ
の
役
割
を
縮
小
せ
ざ
る
得
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
九

世
紀
中
葉
か
ら
一

0
世
紀
中
葉
に
か
け
て
内
裏
を
中
心
と
し
た
政
務
・
儀
礼
の
再

編
が
行
わ
れ
、
太
政
官
が
行
事
所
・
別
当
制
な
ど
の
新
し
い
統
属
機
能
・
諸
官
司

統
合
を
編
成
し
、
蔵
人
所
が
天
皇
の
家
政
機
関
と
し
て
所
々
や
内
廷
諸
司
を
直
接

(57) 

召
仰
す
よ
う
に
な
る
と
、
内
匠
寮
の
活
動
も
新
し
い
体
制
に
対
応
し
た
も
の
に
変

化
し
て
い
っ
た
。
九
世
紀
中
葉
か
ら
末
に
か
け
て
、
内
裏
の
出
先
機
関
で
あ
っ
た

作
物
所
・
画
所
が
独
立
し
、
蔵
人
所
の
も
と
に
天
皇
の
家
政
機
関
と
し
て
再
編
さ

れ
る
と
、
内
匠
寮
の
内
裏
に
お
け
る
調
度
を
供
奉
す
る
役
割
は
縮
小
す
る
。
朝
廷

の
儀
礼
の
内
裏
へ
の
移
行
に
伴
い
、
内
匠
寮
が
従
来
か
ら
供
奉
し
て
き
た
朝
堂
院

な
ど
で
行
わ
れ
た
伝
統
的
な
儀
礼
が
衰
退
し
た
こ
と
も
、
機
能
縮
小
の
要
因
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
機
能
が
縮
小
し
た
も
の
の
、
内
匠
寮
は
独
自
の

職
掌
を
持
ち
、
作
物
所
・
画
所
と
朝
廷
の
調
度
調
達
機
能
を
分
担
し
つ
つ
、
蔵
人

所
や
太
政
官
組
織
に
よ
る
召
仰
を
受
け
‘

1
0
世
紀
以
降
も
朝
廷
の
調
度
調
達
を

続
け
た
。
平
安
時
代
の
内
匠
寮
は
、
多
く
の
律
令
官
司
が
衰
退
し
て
い
く
中
、
機

能
を
縮
小
し
つ
つ
も
、
朝
廷
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
官
司
と
し
て
存
続
し
た

の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
機
構
の
変
遷
に
つ
い
て
は
基
礎
的
な
考
察
に
留
ま
り
、
十
分
な
検
討

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
機
能
の
面
か
ら
内
匠
寮
の
画
期
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、

蔵
人
所
が
諸
司
を
直
接
召
仰
し
は
じ
め
、
作
物
所
が
独
立
し
た
承
和
期
と
、
画
所

が
独
立
し
、
所
々
が
整
備
拡
充
し
た
九
•1
0
世
紀
の
交
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考

え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
お
け
る
内
匠
寮
の
変
遷
を
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、

新
し
い
国
家
機
構
が
、
既
存
の
官
司
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
、
ど
う
変
容
さ

せ
た
か
と
い
う
一
例
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
平
安
時
代
に
存

続
し
た
内
廷
官
司
の
個
々
の
具
体
的
な
事
例
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
、
平

(
9
)
 

(
8
)
 

(
7
)
 

(
5
)
 

(6) 

(
4
)
 

3
)
 

注(
1
)
 

(
2
)
 

『
類
棗
三
代
格
』
巻
四
神
亀
五
年
ニ
―
日
勅
。

内
匠
寮
の
主
な
先
行
研
究
に
は
中
西
康
裕
「
内
匠
寮
考
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九

八
、
一
九
八
三
年
）
、
仁
藤
敦
史
「
内
匠
寮
の
成
立
と
そ
の
性
格
」
（
同
『
古
代

王
権
と
官
僚
制
」
、
臨
川
書
店
、
二
0
0
0
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
、
以
下

a

論
文
と
す
る
）
、
芳
之
内
圭
「
奈
良
時
代
の
内
匠
寮
」
（
『
古
代
史
の
研
究
j

-

二
、
二

0

0
五
年
、
以
下

a
論
文
と
す
る
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
上
原

真
人
「
寺
院
造
営
と
生
産
」
（
鈴
木
博
之
他
編
、
シ
リ
ー
ズ
都
市
・
建
築
・
歴
史

-
『
記
念
的
建
造
物
の
成
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0

0
六
年
）
が
発
表
さ

れ
、
内
匠
寮
と
飛
鳥
池
遺
跡
の
工
房
と
は
類
似
性
が
み
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。

芳
之
内
圭
「
平
安
時
代
の
画
所
に
つ
い
て
ー
そ
の
基
礎
的
研
究
ー
」
（
『
日
本
歴

史
』
六
五
九
、
二
0

0
三
年
、

b
論
文
と
す
る
）
、
同
「
平
安
時
代
の
作
物
所
ー

機
構
を
中
心
に
ー
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
四
八
、
二

0

0
四
年
、

C
論
文
と

す
る
）
。

中
西
氏
前
掲
論
文
、
芳
之
内
圭
「
平
安
時
代
の
宮
中
作
物
所
の
職
掌
」
（
『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
一
九
九
、
二
0

0
六
年
、

d
論
文
と
す
る
）
。

宮
城
栄
昌
『
延
喜
式
の
研
究
』
論
述
編
（
大
衆
館
書
店
、
一
九
五
七
年
）
。

神
谷
正
昌
「
紫
衷
殿
と
節
会
」
（
『
古
代
文
化
』
四
三
I

―
二
、
一
九
九
一
年
）
。

『
儀
式
』
巻
六
元
日
御
豊
楽
院
儀
に
も
内
匠
寮
の
調
度
設
営
の
記
事
が
み
え
る
。

印
に
つ
い
て
は
、
小
林
行
雄
『
古
代
の
技
術
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）
を
参

照
し
た
。

仁
藤
敦
史
「
公
印
鋳
造
官
司
の
変
遷
に
つ
い
て
鍛
冶
司
・
典
鋳
司
・
内
匠
寮
」

（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
九
、
一
九
九
九
年
、
以
下
b
論
文
と

す
る
）
。

鈴
木
敬
三
編
『
有
職
故
実
辞
典
』
「
や
な
い
ば
こ
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六

年
）
、
奈
良
国
立
博
物
館
第
五
十
五
回
『
正
倉
院
展
目
録
』
（
二

0

0
三
年
）
参

照。

安
時
代
の
律
令
官
司
全
体
の
変
遷
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
で
あ
る
。
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(20) 

(21) 

(18) 

(19) 

(17) 

(14) 

(15) 

(16) 

(13) 

(12) 

(11) 

10 
、-
『
九
暦
』
天
暦
四
年
五
月
二
四
日
条
に
は
、
憲
平
親
王
誕
生
時
に
つ
い
て
「
修
理

大
進
源
超
デ
工
部
、
令
レ
持
材
木
ー
、
令
レ
作
御
湯
殿
雑
具
年
麟
諷
繹
直
胆
、
」

と
み
え
、
修
理
職
が
御
湯
殿
雑
具
（
「
御
湯
槽
」
・
「
床
子
」
・
「
二
階
」
・
「
盆
台
」
）

を
供
奉
し
て
い
る
。
割
書
に
、
源
超
は
「
職
別
当
」
で
あ
っ
た
の
で
召
仰
し
た

と
の
記
載
が
あ
り
、
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
御
産
部
類
記
』
寛
弘
五
年
九
月
―
一
日
条
造
御
湯
殿
雑
具
事
な
ど
。
平
間
充
子

「
平
安
時
代
の
出
産
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
お
茶
の
水
史
学
』
三
四
、
一
九

九
一
年
）
に
詳
し
い
。

文
刺
は
「
文
杖
」
・
「
書
杖
」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
、
黒
漆
や
白
木
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
（
『
有
職
故
実
大
辞
典
』
「
ふ
づ
え
」
）
。

吉
川
真
司
「
朝
堂
と
曹
司
」
（
『
都
城
に
お
け
る
行
政
機
構
の
成
立
と
展
開
』
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
。

芳
之
内
前
掲
d
論
文
。

芳
之
内
前
掲
b
論
文
。

山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）
、
橋
本
義
則
「
平

安
宮
草
創
期
の
豊
楽
院
」
（
同
『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
五

年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）
、
神
谷
氏
前
掲
論
文
。

玉
井
力
「
成
立
期
蔵
人
所
の
性
格
に
つ
い
て
ー
補
任
者
の
検
討
を
中
心
と
し
て

|
」
、
「
九
・
十
世
紀
の
蔵
人
所
に
関
す
る
一
考
察
—
内
廷
経
済
の
中
枢
と
し
て

の
側
面
を
中
心
に
ー
」
（
同
『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
二
0

0

0
年
、
初
出
は
一
九
七
三
年
、
一
九
七
五
年
）
、
古
尾
谷
知
浩
「
『
蔵
人
所
承
和

例
』
に
関
す
る
覚
書
ー
九
世
紀
前
半
の
蔵
人
所
の
財
政
機
能
ー
」
（
『
史
学
論
叢
』

―
二
、
一
九
九
三
年
）
。

古
尾
谷
氏
前
掲
論
文
参
照
。

吉
江
崇
「
平
安
時
代
の
儀
礼
運
営
と
装
束
使
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
二
、
ニ

0

0
四
年
）
。

中
西
氏
前
掲
論
文
、
仁
藤
氏
前
掲

a
論
文
参
照
。

『
類
緊
三
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
正
月
二
0
日
付
太
政
官
符
、
同
年
一

0
月
ニ
―

日
付
太
政
官
符
。
そ
の
内
訳
は
同
四
年
八
月
二
八
日
付
太
政
官
符
の
記
載
よ
り

知
る
こ
と
が
出
来
る
。

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(28) 

(29) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(23) 

(22) 

『
日
本
後
紀
』
・
『
日
本
三
代
実
録
』
同
日
条
、
『
類
衆
国
史
』
巻
一
〇
七
職
官
一

二
内
匠
寮
゜

『
類
翠
二
代
格
』
巻
四
大
同
三
年
一

0
月
ニ
―
日
付
太
政
官
符
に
長
上
工
は
従
八

位
に
准
じ
、
番
上
工
は
白
丁
か
ら
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
『
職
原
抄
』
に

頭
は
従
五
位
上
、
助
・
允
は
六
位
と
み
え
る
。

中
西
氏
前
掲
論
文
、
仁
藤
氏
前
掲

a
論
文
、
芳
之
内
前
掲

a
論
文
参
照
。

藤
原
朝
臣
是
雄
ま
で
は
芳
之
内
前
掲

a
論
文
の
表
2
と
重
複
す
る
。

『
公
卿
補
任
』
、
『
続
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
一
六
日
条
。

『
日
杢
二
代
実
録
』
同
二
年
六
月
五
日
条
等
。
蔵
人
に
つ
い
て
は
『
蔵
人
補
任
』

を
参
照
し
た
。

『
小
右
記
』
寛
和
元
年
九
月
―
四
日
条
。

『
権
記
』
長
保
二
年
二
月
―
一
日
条
、
同
三
年
―
二
月
四
日
条
、
同
五
年
四
月
一

一
日
条
、
寛
弘
六
年
正
月
一

0
日
条
等
。

『
立
坊
部
類
記
』
寛
仁
元
年
九
月
九
日
条
。

芳
之
内

a
論
文
表
3
参
照
。

『
公
卿
補
任
』
・
『
蔵
人
補
任
』
．
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
五
月
一
日
条
。

『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
八
月
―
一
日
条
。

『
大
間
成
文
抄
』
巻
七
所
々
奏
、
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
二
月
二
日
条
、
『
蔵

人
補
任
』
。

『
小
右
記
』
同
年
一
月
二
九
日
条
。

『
立
坊
部
類
記
』
寛
仁
元
年
九
月
九
日
条
、
『
小
右
記
』
万
寿
四
年
四
月
四
日
条
。

『
小
右
記
』
万
寿
四
年
四
月
四
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
二
年
三
月
二
六
日
条
。

『
権
記
』
同
年
九
月
五
日
条
等
。

『
日
杢
二
代
実
録
』
貞
観
五
年
四
月
一
五
日
条
卒
伝
、
『
蔵
人
補
任
』
。

『
村
上
天
皇
御
記
』
同
年
―
二
月
一
九
日
条
。
芳
之
内
前
掲
b
論
文
。

芳
之
内
前
掲

c
論
文
。

同
嘉
保
二
年
七
月
一
日
条
、
承
徳
元
年
二
月
三
日
条
、
同
三
月
四
日
条
等
。

四
等
官
で
は
な
い
が
、
西
新
井
大
師
総
持
寺
の
蔵
王
権
現
鏡
像
の
背
面
に
、
「
長

保
三
年
亘
四
月
十
日
戸
内
匠
寮
史
生
壬
生
□
□
…
」
と
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
調
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57) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(52) 

(51) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 
度
製
作
と
関
連
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
一
―
世
紀
初
め
の
内
匠
寮
史
生
の
様

子
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
金
峯
山
埋
経

一
千
年
記
念
特
別
展
覧
会
藤
原
道
長
極
め
た
栄
華
・
願
っ
た
浄
土
』
、
京
都
国
立

博
物
館
、
二
0

0
七
年
）
。

玉
井
氏
前
掲
論
文
。

内
匠
助
橘
修
道
（
表
5
|
9
)
は
蔵
人
所
の
雑
色
で
あ
る
た
め
、
省
く
。

芳
之
内
前
掲
b
.
C
.
d
論
文
。

『
西
宮
記
』
巻
八
所
々
事
。

芳
之
内
前
掲

a
論
文
。

吉
川
真
司
「
院
宮
王
臣
家
」
（
日
本
の
時
代
史
五
、
吉
川
真
司
編
『
平
安
京
』
吉

川
弘
文
館
、
二
0

0
二
年
）
、
中
原
俊
章
『
中
世
公
家
と
地
下
官
人
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
七
年
）
等
を
参
照
し
た
。

中
原
氏
前
掲
書
、
今
正
秀
「
平
安
中
・
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
け
る
官
司
運
営

の
特
質
ー
内
匠
寮
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
九
ー
一
、
一
九
九
0
年）

等
を
参
照
し
た
。

官
司
別
当
に
つ
い
て
は
中
原
氏
前
掲
論
文
、
今
正
秀
「
王
朝
国
家
に
お
け
る
別

当
制
と
政
務
運
営
ー
官
司
別
当
を
中
心
に
ー
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
九
、
一
九

九
三
年
）
、
玉
井
力
「
10
ー
且
世
紀
の
日
本
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
六
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
等
を
参
照
。

山
中
氏
煎
掲
書
参
照
。

中
西
氏
前
掲
論
文
•
仁
藤
氏
前
掲
a

論
文
・
芳
之
内
前
掲
a

論
文
。

吉
川
真
司
「
平
安
京
」
（
注

(50)
前
掲
書
所
収
）
。

内
匠
寮
は
他
官
司
と
同
様
に
元
慶
年
間
に
は
官
田
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
の
対
応

が
採
ら
れ
て
い
る
（
『
類
緊
三
代
格
』
巻
一
五
元
慶
五
年
―
一
月
二
五
日
付
太
政

官
符
、
同
六
年
四
月
―
一
日
付
太
政
官
符
）
。

今
正
秀
「
王
朝
国
家
中
央
機
構
の
構
造
と
特
質
ー
太
政
官
と
蔵
人
所
ー
」
（
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
―
四
五
、
一
九
九
四
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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